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団員であることを信頼して！ 理事長　涌　井　昭　夫　

　昨秋、中国において「インター

ネット通販で１日に驚愕な売り上

げ」といったニュースが話題となっ

たことは、記憶に新しいことと思い

ます。ここまでではありませんが、

日本でもそうした傾向は見られます。一方で、小規

模小売店の閉店という流れもあります。

　日本でも大手メガバンクの、店舗業務の見直しに

伴う支店等の統廃合計画の発表もありました。

　かつての顧客との対面販売を基本とした商取引

も、コンピュータを介することで簡単に、早く、正

確に進められるようになってきています。現金では

なくカードによる決済もその一つです。

　しかし、私ども財団が取り組んでいる「各種資金

貸付事業」や「祝い金や見舞金の贈与事業」等の申

請にあたって、用紙類はホームページから取り寄せ

て作成することができるものの、最終的には団員の

皆様の手を煩わせることが残っています。

　「スマホから手続きできないのか」といったご意

見をいただくこともございます。可能な限り手続き

の簡略化を進めておりますが、残っている部分は、

財団員という資格を信頼して行っている事業という

特性から、「団員であることの証」として、必要不

可避のものです。この点をご理解いただきまして、

ご協力をお願い申し上げます。

　最後になりましたが、今年も皆様にとって、素晴

らしい一年となりますことを祈念いたします。

新潟県の文化財シリーズ新潟県の文化財シリーズ
　耳取遺跡は見附市を代表する遺跡です。遺跡は見附の街から約２㎞南の丘陵にあります。　耳取遺跡は見附市を代表する遺跡です。遺跡は見附の街から約２㎞南の丘陵にあります。

　耳取遺跡からは縄文時代のムラが見つかりました。耳取の縄文ムラは縄文時代中期（約5000年前）、　耳取遺跡からは縄文時代のムラが見つかりました。耳取の縄文ムラは縄文時代中期（約5000年前）、

後期（約4000年前）、晩期（約2300年前）といわれる３つの時期に営まれたことが発掘調査から分かり後期（約4000年前）、晩期（約2300年前）といわれる３つの時期に営まれたことが発掘調査から分かり

ました。ました。

　発掘調査によって遺跡の価値が認められ、平成27年に国史跡に指定されました。　発掘調査によって遺跡の価値が認められ、平成27年に国史跡に指定されました。
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「新潟県民のための教育・文化活動」助成事業

　厚生財団では、県内教育の充実発展に寄与する団体及びサークル活動、地域住民や子ど
もたちが参加する伝統文化の継承活動などに助成を行っています。今年度の助成額は以下
のとおりです。

＜自動車（新車・中古車）の購入はもちろん、車検や修理費用にもご利用いただけます＞

※ 新潟県民のための教育・文化活動助成事業は、一般財団法人移行に伴う認定等に関する法律により公益目的支出
計画として実施しています。

郵送もしくは窓口まで直接お持ちください。不備がなければ、財団に届いた日の銀行翌営業日に送金いたします。

貸付制度は入団後６ヵ月経過してから利用できます。詳細は貸付規程をご覧ください。

１．団体助成 ……………………………………………… 34団体 985.5万円
２．事業助成
 ①普通事業助成
 　ア． 財団が後援又は財団支部が主催・共催・後援する事業 … 11事業 104万円
 　イ． 伝統文化芸術・サークル活動等 …………… 89団体 427万円
 　ウ． 研究指定校・研究物発刊団体等 …………… 13団体  91万円
 ②特別事業助成 ……………………………………… 13事業 260万円
３．県民運動への助成
 深めよう　絆　にいがた県民会議
 平成29年度「いじめ見逃しゼロ県民運動」 ………………  100万円

貸付利率 年1.50％（変動利率）
限 度 額 300万円 （購入費用を上限とする）
返済回数 ～72回 （ボーナス併用返済あり）

①自動車資金借用証書
②一般資金貸付借受申込書
③添付書類　　自動車購入の場合　注文書（売買契約書）の写し
　　　　　　　車検・修理の場合　見積書（請求書）の写し

平成
29年度

総額　1967．５万円　（平成29年12月末現在）

自動車資金貸付 ～手続き簡単　随時受付・送金～事業案内

概　　要

必要書類

いつでも臨時返済できて、
早めに完済することも可能！

→厚生財団ホームページ内「書式集」にございます。また、団員
マイページにてパソコン上で作成することも可能です。署名・印
鑑・収入印紙をお忘れなく。

厚生財団　広報 №１１9 2018.１.１
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　昨年９月に、県内４地区で「平成29年度 継続
団員連絡会」を開催しました。
　理事長のあいさつでは、平成28年度の決算概
況のほか、貸付事業や新潟県民のための教育・文
化活動助成事業など、財団の事業についての説明
を行いました。また、咋年７月の豪雨で被害の
あった学校や団員へ見舞金を贈与したことを報告
しました。
　来年度の連絡会にも、皆様お誘い合わせのうえ
是非ご参加ください。

開催日／会場／参加者数
上越地区 ９月 6日／ホ テ ル ハ イ マ ー ト ／163名
中越地区 ９月13日／ホテルニューオータニ長岡 ／358名
下越地区 ９月21日／ANAクラウンプラザホテル新潟 ／552名
佐渡地区 ９月28日／八　　　　幡　　　　館 ／  62名

合　計　　１,135名

給料月額と積立月額報告のお願い給料月額と積立月額報告のお願い
　現職団員の皆様には毎年、給料改訂があるこの時期に「１月からの給料月額」と、それに伴う
「３月からの積立月額」をご報告いただいております。各所属に積立金明細書を送付しましたの
で、期限までに報告手続きをお願いいたします。（休業や休職等で積立金の払い込みを中止して
いる団員は対象外です）

提出期限 　厚生財団係様へ　 平成30年２月 6日（火）厚生財団係様へ　 平成30年２月 6日（火）
　　　　　　　 厚生財団到着　　 平成30年２月13日（火）　　　　　　　 厚生財団到着　　 平成30年２月13日（火）
給料月額や積立月額に変更がない場合でもご報告ください。
今年度末に退職予定の団員、産休や休職（有給）中の団員は未記入のままご返送ください。

■１月からの給料月額について■１月からの給料月額について
　・給与明細等の「報酬・給料・賃金」欄を参照してください。諸手当等は含みません。　・給与明細等の「報酬・給料・賃金」欄を参照してください。諸手当等は含みません。
　・100円単位で記入してください　・100円単位で記入してください。（。（100円未満切り上げ）100円未満切り上げ）

■３月からの積立月額について■３月からの積立月額について
　・100円単位で積立月額の増額・減額ができます。規定額以上になるように決定してください。　・100円単位で積立月額の増額・減額ができます。規定額以上になるように決定してください。
　・規定額は、案内文書の「規定額早見表」にてご確認ください。　・規定額は、案内文書の「規定額早見表」にてご確認ください。
　　　　（（計算式）　給料月額 × １/100［100円未満切り上げ］ ＋ 800円計算式）　給料月額 × １/100［100円未満切り上げ］ ＋ 800円
　・ ご提出いただいた積立月額が規定額を下回っているときは、自動的に規定額へ変更させてい　　・ ご提出いただいた積立月額が規定額を下回っているときは、自動的に規定額へ変更させてい　

ただきます。ただきます。

ご参加いただきました皆様にご参加いただきました皆様に
感謝申し上げます。感謝申し上げます。

継続団員連絡会を開催しました継続団員連絡会を開催しました

2018.１.１ 厚生財団　広報 №１１9
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年度末退職（定年・勧奨・普通）に伴う
退団手続きをお願いします

　年度末に退職される団員の皆様は、現職団員を退団する手続きが必要となります。今まで積み立てられた大
切な積立金をお返しするための請求ですので、下記の書類を期日までに必ずご提出ください。

払戻金額の通知書は４月中旬にお届けします

　１月初旬に各所属所につき１部ずつ送付いたしましたので、事務担当者様へお問い合わせください。
また、団員マイページの「Ｗｅｂ申請書」で書類を作成することができます。

　団員マイページの「払込残高明細書」で、当月の残高及び、過去２ヵ年度分の払込履歴を確認・印刷するこ
とができます。ログインID・パスワードを紛失の際は厚生財団までご連絡ください。

　退職時の厚生資金積立金残高から、該当する対象者は【４月分の保険料・年金掛金／返済中の貸付金残金/継
続団員積立金】を差し引きます。不足金が生じた場合は、退職金受領後に一括でお支払いいただきます。
　なお、貸付金の残金については、継続団員に入団を希望した場合でも全額清算を行います。（返済期間を引き
継ぐことはできません。）

手続き書類とご案内の送付

厚生資金積立金の残高を確認するには？

厚生資金積立金から不足金が生じた場合

退職を祝う会への招待

払戻金送金日 … 平成30年４月27日（金）

退職後も継続団員として厚生財団に入団することができます

加入資格

継続団員の
厚生事業

生命保険・教職員年金について
　継続団員に加入されない場合、三井生命普通保険は個人扱いとなり、教職員年金制度は今までに積み立てた
掛金をお受取りいただきます。詳細は三井生命から連絡があります。

特別厚生費「永年団員祝金」
　現職時の在団年数に応じて、６月29日に払戻金受取口座へ送金します。（平成９年度以降に入団された団員に
は現職時に贈与済みです）

　平成29年度末に退職される在団期間25年以上の団員を、退職を祝う会へご招待します。５月中旬に案内を送付
しますので、ぜひご参加ください。　開催時期／平成30年６月

積 立 金 ・入団時に200万円以上　退団時に全額を払い戻します
　　　　　　　　　　　 （毎月の積み立てはなく、一部払い出しはできません）

加入期限 ・�満80歳に達した年度末まで　途中退団はいつでも可

普通厚生費・特別厚生費の贈与／人間ドックの受診料補助（条件あり）／　　　　　　　　
生活資金の貸付（積立金額内）　…など　詳細は“継続団員のしおり”をご覧ください。

・在団期間が25年以上　・入団時に規定額以上の積み立てを行う
・退職後も新潟県内に在住する（現職時に隣接県から通勤勤務をしていた場合も可）　

添付書類として健康保険証（写し）または運転免許証（写し）をご用意ください
提出書類 　 「厚生資金積立金払戻請求書（兼継続団員申込書）」

提出期限 　 平成30年３月26日（月）まで

継
続
団
員
制
度

　～「再任用職員」について～

　退職に伴い４月から「再任用職員」となられる方は、期限付の任用となるため、現職団員として続けること
はできません。上記の退団手続きを行ってください。
　現在「再任用職員」としてお勤めの方が年度末に退職される場合は、すでに現職団員を退団されていますの
で、手続きの必要はありません。継続団員制度に入団されている方はそのまま継続できます。
　

厚生財団　広報 №１１9 ２０１8.１.１
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2018年版 教職員手帳のお届け
　現職団員には手帳かダイアリーのどちらか

（希望登録制）を、継続団員には一律に手帳を

お届けしました。

　現職団員で、品目変更を希望される方は、手

帳・ダイアリー内の「教職員手帳等の申込票」

にてご連絡ください。

住所が変わったときは変更手続きを
　休業・休職中の団員や県立高校にお勤めの団

員の皆様には、4月に「払込金・残高明細書」

をご自宅に送付します。そのため、住所が変

わったときは団員マイページから登録変更の手

続きをお願いします。

■各種払込金の照会をするには団員マイページ！
新潟県教職員厚生財団新潟県教職員厚生財団 検索検索 団員マイページにログイン後“払込残高明細書”をクリック

パスワードをお忘れの場合は厚生財団までご連絡ください。

No197 新潟支社 _ 新潟県教職員厚生財団 _ 厚生財団 _171204

B-2017-1437（2018.1）
 使用期限 2018.3.31

詳しくは、「商品パンフレット」をご覧ください。ご検討にあたっ
ては、「設計書（契約概要）」「特に重要な事項のご説明（注意喚起
情報）」「ご契約のしおりー約款」を必ずご覧ください。

三井生命保険株式会社 新潟支社 
〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通1-3-10 三井生命ビル6F  TEL :025-243-6877
http://www.mitsui-seimei.co. jp/

年度末の事務処理について

請求忘れに注意
　以下の2つは、平成30年3月31日が請求期限

となります。まだ請求をされていない方は早め

にお手続きください。

・就学祝金（平成27年度就学のお子様分）
・人間ドック等受診料補助（今年度受診分）

育児休業や病気休職中の方へ
　育児休業や病気休職等の無給期間中は、積立

金の払い込みを中止することができます。中止

するためには「厚生資金積立金中止届」をご提

出ください。

　また、期間延長の場合は再度手続きが必要と

なります。延長分の中止届を忘れずにご提出く

ださい。

２０１8.１.１	 厚生財団　広報	№１１9



 6 

☆この広報紙は地球の緑を守るため、再生紙を使用しています。
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置
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
貞

享
元
年
（
一
六
八
四
）

11
月
、

佐
渡
加
茂
郡
正
明
寺
村
弥
九

郎
は
、
娘
「
ま
ん
」
に
野
浦
村
か
ら
婿
を
迎
え
、
婿
安
兵

衛
の
親
元
か
ら
米
20
石
を
受
領
し
た
。
離
縁
の
際
は
５
割

の
利
息
を
加
え
て
返
す
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。

 

離
縁
状
は
再
婚
許
可
状

　
江
戸
時
代
、
た
て
ま
え
上
離
別
の
権
は
夫
の
み
に
あ
り
、

離
婚
の
形
式
と
し
て
、
夫
は
妻
又
は
妻
の
実
家
宛
て
に
離

別
状
を
渡
し
た
。
離
縁
状・
去
状・
暇
の
状
と
も
記
さ
れ
、

三
行
と
半
行
の
長
さ
に
書
く
慣
わ
し
か
ら
三み

く
行だ

り
半は

ん
と
も
呼

ば
れ
た
。
ま
た
、
離
縁
状
の
授
受
に
よ
り
離
婚
は
成
立
し
、

夫
婦
と
も
に
再
婚
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

実
例
を
見
て
み
よ
う
。
写
真
の
「
去
状
一
札
之の

事
」
は
、

天
保
15
年
（
一
八
四
四
）
９
月
１
日
、
夫
で
あ
る
井
澤
博
輔

か
ら
妻
の
お
き
ん
へ
出
さ
れ
た
離
縁
状
で
あ
る
。
ま
さ
し

く
三
行
半
に
書
か
れ
、
離
婚
の
理
由
は
く
ど
く
ど
と
書
か

ず
、「
不
熟
」
の
仲
と
し
、
相
談
の
上
別
れ
る
こ
と
、
そ
し

て
、
妻
が
誰
と
再
婚
を
し
て
も
構
わ
な
い
こ
と
が
約
束
さ

れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
二
人
は
頸
城
郡
出
身
で
、
当
時

江
戸
で
生
活
を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。

　
本
県
の
既
刊
自
治
体
史
に
掲
載
さ
れ
る
史
料
を
見
る
と
、

「
去
状
」
と
記
さ
れ
る
も
の
が
多
い
。
中
に
は
、
金
３
分
を

受
領
し
て
夫
側
が
妻
と
の
離
縁
を
了
承
し
た
事
例
や
、
行

衛
不
明
と
な
っ
た
倅
に
代
わ
っ
て
、
夫
の
実
父
が
嫁
に
対

し
て
離
縁
状
を
渡
し
た
事
例
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

　

ま
た
、
長
ら
く
離
縁
状
は
夫
側
か
ら
妻
に
出
さ
れ
る
も

の
と
い
う
理
解
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
通
説
を
く

つ
が
え
し
た
史
料
が
県
内
で
確
認
さ
れ
た
。
十
日
町
市
教

育
委
員
会
に
寄
託
さ
れ
る
「
川
治
区
有
文
書
」
の
中
に
、

安
政
３
年
（
一
八
五
六
）
２
月
、貝
野
村
安
養
寺
分
の
「
ふ
じ
」

が
、
夫
に
出
し
た
離
縁
状
が
あ
る
。
川
治
村
の
萬
平
は
入

り
婿
し
、
家
業
に
勤
め
た
が
、
病
身
を
理
由
に
離
縁
さ
れ

て
い
る
。
ふ
じ
側
は
、
夫
に
慰
謝
料
と
し
て
100
両
を
渡
し

て
い
る
。
な
お
、
こ
の
事
例
で
は
、
同
時
に
夫
萬
平
側
か

ら
も
ふ
じ
に
対
し
て
合
意
の
離
縁
状
が
出
さ
れ
る
。

　

離
婚
を
求
め
な
が
ら
夫
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
、

妻
は
ど
う
し
た
か
。
村
上
藩
で
は
、
宝
暦
４
年
（
一
七
五
四
）
、

夫
と
の
離
縁
を
求
め
て
藩
士
の
屋
敷
へ
駆
け
込
み
、
目
的

を
果
た
し
た
女
性
が
い
る
（『
村
上
市
史 

通
史
編
２
近
世
』）
。

（「
中
頚
城
郡
石
神
村
林
泉
寺
文
書
」
新
潟
県
立
文
書
館
所
蔵
）
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